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寒河江市都市計画マスタープラン及び寒河江市立地適正化計画策定支援業務委託 

簡易公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務名 

寒河江市都市計画マスタープラン及び寒河江市立地適正化計画策定支援業務委託 

 

２ 趣旨 

 この実施要領は、寒河江市都市計画マスタープラン及び寒河江市立地適正化計画策定

支援業務(以下「本業務」という) を委託するにあたり、本市の都市計画の現況や課題

を的確に捉えて最も優れた企画提案を行った事業者を受託候補者として選定するため

の方式（以下「プロポーザル」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

３ 業務概要 

別紙「寒河江市都市計画マスタープラン及び寒河江市立地適正化計画策定支援業務委託 

仕様書」による。 

 

４ 履行場所 

  寒河江市全域 

 

５ 委託期間 

   契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで。なお、本業務は２か年の契約となり、

令和７年度予算については債務負担行為で設定されている。 

 

６ 提案上限額 

32,170,000円（消費税及び地方消費税を含む）とする。なお、２か年の内訳として、令

和６年度の上限額は 15,670,000円（都市マスタープラン業務委託の上限額は 7,280,000

円、立地適正化計画業務委託の上限額は 8,390,000 円）、令和７年度の上限額は

16,500,000 円（都市マスタープラン業務委託の上限額は 7,000,000 円、立地適正化計

画業務委託の上限額は 9,500,000円）とする。 

 

７ 実施スケジュール 

プロポーザル選定の実施スケジュールは以下のとおり。書類受付は土日祝日を除く。 

No 手続き等 期限 

1 プロポーザル実施の公告 令和６年４月２４日(水) 

2 質問書の提出期限 令和６年５月 ７日(火)午後４時 

3 質問書に対する回答 令和６年５月１４日(火) 
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4 参加申込書及び企画提案書の提出期限 令和６年５月２１日(火)正午 

5 提案審査（プレゼンテーション） 令和６年５月２８日(火) 

6 審査結果の通知 令和６年５月下旬 

7 契約手続き 令和６年６月上旬 

 

８ 参加資格要件 

簡易公募型プロポーザル方式に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たすも

のとする。 

(1)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項の

規定に該当しないこと。 

(2)寒河江市契約に関する規則（平成９年市規則第１２号）第２５条第３項の規定によ

る競争入札参加有資格者名簿に登載されている者であること。ただし、登録されてい

ない者であっても、参加申込書等の提出期限までに登録申請をし、本市が受理した場

合は参加資格を有するものとする。 

(3)寒河江市建設工事請負業者等指名停止規程に基づく指名停止措置を受けていないこ

と。 

(4)寒河江市業務委託契約約款第３８条第１項第１１号に該当するものでないこと。 

(5)建設コンサルタント登録規程（昭和 52年建設省告示第 717号）の「都市計画及び地方計

画」部門に登録されていること。 

(6)情報セキュリティ及び品質確保等の観点から、以下の認証資格を取得していること。 

①情報セキュリティマネジメントシステム ISMS（JISQ27001：2014） 

②個人情報保護マネジメントシステム プライバシーマーク（JISQ15001：2006） 

③品質マネジメントシステム QMS（ISO9001) 

(7)国税及び地方税を滞納していないこと。 

(8)地方公共団体において、平成 26年度以降（過去 10年間）に同種業務の完了実績を有

すること。 

※同種業務とは都市計画マスタープランの策定支援（計画内容の一部の更新及び変更を

対象とした業務は除く）または、立地適正化計画の策定支援(計画内容の一部の更新

及び変更を対象とした業務は除く）に係る業務。 

(9)配置予定技術者は、次の要件を満たす者であること。 

管理技術者 

・ 技術士（建設部門：都市及び地方計画）または、ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画）

の有資格者であり、同種業務の完了実績を有する者。 

 

照査技術者 
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・ 技術士（建設部門：都市及び地方計画）または、ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画）

の有資格者であり、同種業務の完了実績を有する者。 

 

９ 質問書の提出及び回答 

(1) 提出書類 

不明な点がある場合は、質問書（様式 1）に質問事項をまとめ、電子メールにより事務

局へ提出すること。 

(2) 提出期限 

令和 6年 5月 7日(火)午後 4時まで 

(3) 提出方法 

電子メールによるものとする。なお、質問に際しては、対象箇所の資料名及び項番号を

記載すること。 

(4) 質問書に対する回答 

提出された質問に対する回答は、令和 6年 5月 14日（火）までに市ホームページに掲

載する。 

 

１０ 参加申込書及び企画提案書の提出 

 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる書類に必要事項を記入の上、寒

河江市みらい協働課まで持参または郵送により提出すること。郵送の場合は受付期限

まで必着とする。 

(1) 提出書類 

① プロポーザル参加申込書（様式 2） 

② 会社概要（様式 3） 

③ 企業業務実績調書（様式 4) 

④ 配置予定技術者調書（様式 5） 

⑤ 本業務委託に係る見積書（様式 7） 

見積書（様式７）を使用すること。内訳として立地適正化計画策定支援業務委託の令

和６年度・令和７年度の見積金額及び、都市計画マスタープラン策定支援業務委託の

令和６年度・令和７年度の見積金額並びにそれぞれの積算内訳（任意様式）を添付す

ること。 

(2) 受付期限 

 令和 6年 5月 21日(火)正午まで。（受付時間は土日祝を除く午前 9時～午後 5時、た

だし正午から午後 1時を除く。最終日にあっては正午まで） 

(3) 提出部数 １部 
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企画提案書については次のとおり提出すること。 

(1) 提出書類 

① 企画提案書提出届（様式 6） 

② 工程表（任意様式） 

③ 企画提案書（任意様式） 

・企画提案書の様式は自由とし、日本産業規格 A4判 10ページ以内表紙・目次は枚数に

含まない。 

・ページ番号を付けること。 

・本文の文字フォントサイズは 10.5ポイント以上とする。図表等に付記する注釈や注

記などに関してはこの限りではないが、明瞭に読み取れるフォントサイズとするこ

と。 

・詳細な図、表等を要する資料については、日本産業規格 A3判を使用することを可能

とするが、2ページ換算とする。 

 (2) 提出期限 

令和 6年 5月 21日(火)正午まで 

(3) 提出部数 

提出書類それぞれ各 13部（正本 1部（要押印）、副本 12部（押印不要））のほかに、全

ての提出書類の電子データ（ＰＤＦファイル形式）を記録した電子媒体（ＣＤ又はＤＶＤ）

を１部提出するものとする。 

なお、提案書は 1事業者につき 1案とする。 

(4) 提出方法 

持参または郵送によるものとする。郵送の場合は受付期限まで必着とする。 

 

１１ プレゼンテーション 

本市へ企画提案書類を提出した者は、企画提案書の内容についてプレゼンテーション

を行い、委員からのヒアリングを受けるものとする。 

(1)日時及び場所 

日時：令和 6年 5月 28日(火) （※詳細は別途通知にて記載する） 

会場：寒河江市役所 

(2) 所要時間 

準備・片付け       各 5分程度 

企画提案プレゼンテーション     20分 

ヒアリング等       10分 

(3) 出席者 

３名以内とし、管理技術者または担当技術者は、必ず出席すること。 

(4) その他 



5 

 

① プレゼンテーションの準備は開始時間までに行うこととし、開始時間が過ぎた場合 

には所要時間に含める。 

② プレゼンテーションは、提出した企画提案書に基づき実施するものとし、提案書の差

し替えや追加資料の提示等は認めない（企画提案書の要約やプレゼンテーションで使

用するスライド資料の配付は可とする）。 

③ プロジェクター及びスクリーンは本市が用意する。パソコンを使用する場合は提案者

が準備すること。 

 

１２ 審査 

(1)評価内容 

審査委員会において、審査を実施し、評価合計点の最も高い企画提案者を受託候補者とし

て選定する。 

評価対象 判断評価基準 配点 

参加表明 

書類 

指定様式の記載内容による評価を行う。 

・企業としての実績など 

・配置する技術者の経験など 

20点 

企画提案内

容（プレゼ

ンテーショ

ン含む） 

企画提案書の記載内容による評価を行う。 

業務内容を十分把握したうえで有効な提案を実施し

ているか等について評価する。 

(1)業務実施方針等 

(2)業務実施工程 

(3)業務実施手法 

 ・市の現状把握と課題の抽出に関する手法 

・上位計画、関連計画との連携に関する手法 

・都市計画マスタープランと立地適正化の連携に

関する手法 

・各誘導区域と誘導施設の設定方針及び誘導する

ための施策について 

・その他 

企画提案書全般の評価を行う。企画提案書全体、プ

レゼンテーションの内容等を評価する。 

70点 

見積書 業務コストの妥当性を評価する。 10点 

合計 100点 
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(2)その他 

① 全ての参加事業者の取得得点が 6割に満たない場合は、本プロポーザルは不調となる。 

② 参加事業者が 1社の場合、取得得点が 6割以上であれば、受託候補者として決定する。 

③ 最高得点者が２社以上の場合、取得得点が 6割以上であれば、企画提案書及びプレゼ

ンテーションの得点が高い事業者を第一受託候補者とし、次に得点の高い事業者を次

点者とする。 

(3) 選定結果 

すべての参加事業者に郵送により通知する。 

 

１３ 契約 

(1) 前項１３により選定した受託候補者と契約内容について協議し、６に示した金額を上

限額として、当市の契約に係る規則に基づき随意契約を締結するものとする。なお、契約

内容の協議が不調となった場合には、次点者と交渉を行うものとする。 

(2) 選定された企画提案書の内容は、仕様書に反映するものとし、契約時に採用すること

を基本とするが、発注者及び受注者の協議により調整を行う場合がある。 

 

１４ 失格事項 

(1) 参加資格及び業務実施上の要件を満たしていない場合。 

(2) 提出書類の様式、提出期限、提出場所、提出方法に適合しない場合。 

(3) 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

(4) 業務参考見積書の金額が提案上限額を超えた場合。 

(5) 審査の公平な執行を妨げたと認められた場合。（疑われる場合も含む） 

 

１５ その他留意事項 

(1) 本プロポーザルに参加することに係る費用はすべて参加者の負担とする。 

(2) 提出された書類等は、提出者に無断で本プロポーザル以外に使用しない。ただし、選考

の公平性、透明性、客観性を期するため、公表することがある。 

(3) 参加表明書に記載した配置技術者は、原則として変更することができない。ただし、や

むを得ない理由により変更が必要な場合は、発注者と協議の上、了解を得ること。 

(4) 本業務の主たる業務（総合的企画、技術的判断、業務の遂行管理等）の再委託は原則と

して認めない。 

 

１６ 問い合わせ先及び提出先 

寒河江市みらい協働課 

〒991-8601 山形県寒河江市中央 1丁目 9-45 

TEL：0237-85-1486 
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メールアドレス：s-mirai@city.sagae.yamagata.jp（代表アドレス） 

担当：鈴木、小幡 
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